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           令和 8 年 10 月以降のインボイス制度のポイント 
  

 

 

 

 

令和 5 年 10 月に開始されたインボイス（適格請求書等）制度は、仕入税額控除の適正化を目的として導入さ

れ、今年の 10 月で 3 年目を迎えます。令和 8 年度税制改正では､インボイス制度の経過措置の段階的な見直

しが行われることとなり、一部税負担の増加や制度選択など実務負担の増加が見込まれます。 そこで今回は、

インボイス制度における令和 8 年 10 月以降の主な変更点について解説していきます。 

 

■免税事業者からの仕入に係る経過措置の見直し 
①控除割合の見直し 

消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて(仕入税額控除)計算します。買

手は、仕入税額控除のために、仕入等に係る帳簿及びインボイスの保存が必要になります。そのため、インボ

イスを発行できない免税事業者や一般消費者など（免税事業者等）からの仕入については、原則として仕入税

額控除を行うことができません。 

ただし、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置

があります。この経過措置の適用期限が 2 年延長され、80%で計算していた控除割合が、令和８年 10 月から一

気に 50％に下がるのではなく、緩やかに減少するよう見直されました。 

期間 割合 

令和 8 年 10 月 1 日から令和 10 年 9 月 30 日まで 仕入税額相当額の 70% 

令和 10 年 10 月 1 日から令和 12 年 9 月 30 日まで 仕入税額相当額の 50% 

令和 12 年 10 月 1 日から令和 13 年 9 月 30 日まで 仕入税額相当額の 30% 
 

 

 

 

 

②同一の免税事業者等からの課税仕入れに係る控除上限の見直し 

同一の免税事業者等からの課税仕入れの額の合計額が、事業年度等で合計 10 億円を超える場合、その超

える部分の金額は①の経過措置の対象外とする上限が設定されていました。この上限について、令和 8 年 10

月 1 日以後開始課税期間からは、合計 1 億円を超える場合に縮小されることとなりました。 
 

 

 

 

 

 

 

■小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置 
インボイス制度を機に、免税事業者から課税事業者となった方の税負担軽減のため､納付税額を売上に係る

消費税の 2 割とすることができる「2 割特例」がありますが、この制度は令和 8 年 9 月 30 日の属する課税期間

までで適用終了となります。なお、個人事業者に限り､令和 9 年分と令和 10 年分の申告においては、納付税額

を売上税額の 3 割とすることができる「3 割特例」の適用を選択することができることとなりました。 
 

 

 

 

 

■簡易課税制度への円滑な移行措置 
簡易課税制度の適用は､原則として､適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに｢消費税簡易課税

制度選択届出書｣を提出する必要がありますが、インボイス制度の 2 割特例や 3 割特例の適用を受けた翌課税

期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は､その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届

出書を提出することで､その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となります。 

 

【変更点のポイント】9 月決算法人以外は、期中に控除割合が変更となるため、月を跨ぐ取引などの適用

割合に注意が必要です。商品の仕入れについては引き渡しがあった日、役務の提供を受けた場合はその

役務の全部が完了した日が課税仕入れの時期となります。 

【変更点のポイント】簡易課税制度の仕入税額控除の額は「みなし仕入率」を用いて計算されます。この

率は業種ごとに異なり、卸売業 90％、小売業 80%となっております。簡易課税制度を適用するか、3 割特

例（70%控除）を選択するかで納税負担が変わる場合がありますので、事前の検討が必要となります。 

【変更点のポイント】簡易課税制度を選択適用した場合、2 年間継続適用をする必要があります。よって、

簡易課税制度と原則課税制度の有利不利の判定は、当課税期間だけでなく、翌課税期間も含めた 2 年

間の消費税負担を比較して判断する必要があります。 

【変更点のポイント】同一の免税事業者等との間で、システム開発、建築工事や不動産の購入、コンサル

ティングなど、取引金額が比較的高額になりやすい取引などが継続して発生し、合計 1 億円を超えるケー

スが想定されるときは、取引先がインボイス発行事業者であることや対象取引先ごとの年間取引金額を

早めに確認しておくことが大切です。 



 

 

 

        

  短期前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱

うこととなっています。例えば､令和 8 年 1 月に 1 年分の保守費用を支払い、短期前払費用として処理して

いる場合は、1 年分の費用全額について仕入税額の 80%の経過措置の適用を受けることができます。 

 

 

 

  売手であるインボイス発行事業者から、紙のインボイスではなくネット上のクラウド等に PDF をアップロー

ドする形でインボイスの提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには､その PDF を保存する

必要があります。その際､提供を受けた PDF をそのまま保存しようとするときには電帳法に準じた方法によ

り保存することとされています。ただし Web サイトのマイページなどで、そのインボイスに係る PDF の確認

が随時可能な状態が継続されている場合、必ずしもインボイスをダウンロードしなくとも､その保存があるも

のとして､仕入税額控除の適用を受けることができます。 

 

 

 

  紙で発行する請求書や領収書等に、自社 Web サイトの URL などを表示し､その URL にアクセスすること

でインボイスの記載事項として不足する事項が補完される場合で、書類とネット上に表示されたものの関

連が明確なときは､仕入税額控除の適用を受けることが可能です。 

 

 

 

  海外事業者からのオンラインサービスの提供を受ける場合、通常の国内取引のインボイスとは少し扱い

が異なります。ポイントはその取引が「電気通信利用役務の提供」に該当するか否か、そのうえで次のよう

に「事業者向け」か「消費者向け」かにより扱いが異なります。なお、国外事業者によるアプリ配信や電子

書籍などのデジタルサービスについて、消費税を申告納税する役割を負うものとして、国税庁長官から指

定された大規模なデジタルプラットフォーム事業者のことを「特定プラットフォーム事業者」といいます。 

 

 

  少し先になりますが、基準期間における課税売上高が 1 億円以下の小規模事業者等が対象となってい

る、税込 1 万円未満の取引について、インボイスの保存がなくても一定事項を記載し帳簿の保存のみで仕

入税額控除ができる特例（少額特例）は、令和 11 年 9 月 30 日をもって適用が終了します。 

そのため、令和 11 年 10 月 1 日以降の課税仕入れについては、1 万円未満の基準でインボイスの要否

を判定するのではなく、公共交通機関特例、出張旅費特例、自動販売機特例など、帳簿のみで仕入税額

控除が認められる他の個別特例に該当するか否かでインボイスの要否を判断する運用となります。 

  

取引区分 内 容 取扱い 

消費者 

向け 

デジタルサービスに関する 

特定プラットフォーム事業者との取引 

特定プラットフォーム事業者から発行されるインボ

イスの保存により仕入税額控除可能 

デジタルサービスに関する 

国外事業者との取引 

国外事業者がインボイス発行事業者の登録を行

っており、インボイスの発行を受け保存したときは

仕入税額控除可能 

事業者 

向け 

ネット広告や業務用クラウドサービス

など、リバースチャージ対象になる取

引 

受け手である日本の事業者が消費税の申告・納

税を行うため、インボイスは不要、帳簿のみの保

存で仕入税額控除可能 
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【赤 坂 事 務 所】 東京都港区赤坂4-2-6住友不動産新赤坂ビル2F     TEL：03-3224-8888 

【立 川 事 務 所】 東京都立川市曙町2-37-7 コアシティ立川5F       TEL：042-548-8001 

【大 阪 事 務 所】 大阪市西区江戸堀1-5-16 ＪＭＦビル肥後橋01 9F    TEL：06-6676-8172 
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【名古屋事務所】 愛知県名古屋市丸の内2-19-32パインツリー丸の内   TEL:052-228-7845 
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Q3．インボイスの記載事項の一部を当社の Web サイト上で補完する場合、記載要件を満たしますか。 

Ｑ1．令和 8 年 10 月を跨ぐ短期前払費用について、経過措置の適用はどのようになりますか。 

Ｑ2．サイトからダウンロードする形式のインボイスは、毎回ダウンロードして保存する必要がありますか。 

Ｑ4．海外の事業者からネット上でサービス提供を受けた場合のインボイスの取扱いを教えてください。 

Ｑ5．令和 8 年 10 月以降インボイス制度について、その他に変更が予定されているものはありますか。 


